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赤れんが棟

※敷地内
通れます

合同庁舎６号館１６階

法務省大臣官房
施設課

至 有楽町駅（ＪＲ）
（法務省より徒歩約１５分）

皇居
（壕）

法務省

職場の様子（設計担当）

打合せの様子（設計担当）

手前：赤れんが棟（法務省旧本館），左奥：法務省

法務省

１６階で勤務
しています。

＃日本で唯一刑務所の設計を行う場所！それが施設課
＃電気・機械職も求めています。（建築経験無くてもＯＫ）
＃ワーク・ライフバランスを重視しています！
＃女性も多いです。（若手の３人に１人は女性！）
＃積極的に仕事したい人大歓迎！
＃英語話せる方，その力，役立てます！
＃説明会ぜひ来てください。
✰インターンもやってます。

◆お知らせ欄

◆業務概要
施設課は，法務省の施設整備部門として，法務省所管の施設（刑務所，検察庁，法務局など）の整備

に関する企画，設計及び工事監理を担当しています。特に，刑務所，拘置所及び少年院などの収容施設
（矯正施設）については，施設課が設計等を行う国内唯一の機関です。
法務省所管の施設は８２２施設（令和２年４月１日現在）あり，長期にわたり施設を良好な状態で使

用できるよう，老朽化した施設を建て替えたり長寿命化改修を実施するほか，施設の保全（維持管理）
についてもアドバイスを行っています。また，矯正施設の整備を行う国内唯一の機関として，矯正建築
の分野における国際協力にも積極的に取り組んでいます。

◆若手Ｎさん(建築職からのメッセージ）
「みんなにやさしい施設づくりを目指して」
入省し，早３年。２年目までは基本設計担当として，刑務所，

拘置所などの設計に携わりました。実際に現地に赴き，各現場に
適した設計を考える，非常にやりがいのある仕事でした。３年目
からは技術企画室（国際協力）担当として，アジア諸国との国際
会議の企画などを行っています。
施設課では，新規採用を行っています。魅力的な業務内容につ

いては，説明会でご案内いたしますので，ぜひお越しください。
私たちの職場は，設計はもちろんですが，他にも様々な仕事があ
るため，自分の特技（プレゼン力，外国語力等）を生かして積極
的に働くことができます！

ぜひ一緒に「みんなにやさしい施設づくり」を行いましょう！
（2019.1）

◆ 採用試験区分： 工学（建築，電気・電子・情報，機械）

※ インターンシップ（8～9月頃，4日程度）の
募集は，毎年５月頃行っています。

説明会，官庁訪問の受付等の最新情報は，随時，
ホームページに掲載します。 問合せ：法務省大臣官房施設課庶務係

住 所：東京都千代田区霞が関１－１－１
電 話：０３－３５９２－５４１１

◆採用の流れ

公務員試験 官庁訪問（面接）

採用総合職試験
一般職試験

総合職：人事院情報をcheck！
一般職：２時間程度
※空き時間に職場見学を実施


